
 

 
 

 

 

 

在学猶予の手続き

－ 日本学生支援機構の奨学金を借りていたみなさまへ －

を忘れていませんか？

 在学猶予を受けることができない学校があります。

 2020 年 4 月以降の在学猶予の適用期間は、通算 10 年（120 か月）です。

 スカラネット・パーソナルで手続きができない場合は、

日本学生支援機構のホームページより在学届を印刷し、

在籍している学校の担当窓口に提出してください。

ホーム＞奨学金＞卒業後の返還＞奨学金の返還について＞在学猶予

 詳しくは、在籍している学校にお問い合わせください。

進学した人、在学中の人です。

※奨学金を辞退した人、留年・休学になり在学期間が延びた人も忘れ

ずに手続きしてください。

対象者は？

手続きの方法は？

スカラネット・パーソナルから提出してください。

※パソコンやスマートフォンから手続きできます。

在学猶予願を提出すると、卒業まで返還の開始が延期されます！

 提出しないと在学中でも返還が始まります！！

？

？

※延滞すると通知や電話で督促が行われます。また、個人信用情報機関への個人情報・個人信用情報

の登録対象となることがあります。次回返還年月はスカラネット・パーソナルで確認できます。 


